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「帝国自由経済協会」論(承前)

山 本 敏

序 I=t 

I 概観と資料

互 帝国自由経済協会通史(以上9号〉

E その役裂 (本号〉

m B30 の役割

1) 経済毘体としての B30

(1) B30の地代形態論

新販のソヴェト大百科辞典では， B30;ヱロシヤで最初の，世界でもっとも古L汁経済

団体jの一つで事るとされているo 1929年， 1934年の百科辞典が，何れも「学指団体j と

して取扱っているのに対して，これ辻きわめて特徴的な取扱いであると言えよう C

B30の全活動の中から，経済自体としての B30の性格を考える素材は，その地代形

態論の中にもっともよくあらわされているように患う C

まずわれわれは，ロシヤの地主経営における地代形態の在り方について B30がどのよ

うな態震をとってきたかについて追跡してみよう c 主として“TPY.lLbIB30"の誌上にあ

らわれた意見をたどることにするO 誌上にあらわれて来な治るったところでfこたかわされた，

あるし、は，埋蔵されていた会員の意見について述べるための賓料は，まったく持ち合せて

L 、なLもが，大きくとりあげるに足るものと中考えられなL、。

ロシヤでは， 16世紀の末にかけて，労働地代，現物地代，貨幣地代の三つの地代形態が

あった。しかし，手工業が農業から分化して出てきたこと，内外の市場が拡大したこと，

および，都市が発達してきたことによって，農業生産を増大し，播種語積を拡大すること

が必要となった。経営の主体である貴族は，そこでどう対処したか。

まず，自分の富領地における播種語積の拡大を考えたのは当然のことであろう。そのニ

とは，とりもなおさず，斌役労働の拡大を意味し，そのために，農民の労欝を自分の経営

に集中させようとしたのであるO
〈ールシチナ ドボザヤーネ

賦役が行われていたのは，貴族の所領経常に於いての主でなく，修道院・教会領の
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経営，主馬寮 (KOHお山eHHoeBeAOMCTBO)， 皇室領経営 (ABOpU.OBoeBeAOMCTBO) でも

そうであったc

賦役の日数は， 1797年に至IJるまで，法令によっては何もきめられていなかった。夏の間

の農繁期には，一遣問のうちの 5，.....，6日に及ぶことさえあった。一般に貴族の所領経営は

1861年の農奴解放を迎えるまで，賦役労{識によって経営されていたものが圧倒的であった。

貴族経営の強化を一つの主要な目的として創立された B30が，設立当初に，賦役の強

化をかんがえたのはきわめて当然のことであるc すでに 18世紀には，賦役告uとならんで
オデローグ

IJ、作昔話が行われているところもあった。中央ロシヤの非黒土帯諸県に於てであるOしかし
農奴主たちは賦役制を選んだ。それは，地主経営の販売フォンドを増大し，農奴農民をよ

りつよく貴族地主に緊縛するからである。1)
オアローグ

小作制こそは，農村ブルジョアジーが階層として分化することを可能にする素因でるっ

た。新たに輩出してきた商工業ブルジョアジーは，時としては企業家貴族を出し抜き，貴

族層の競争者として国の経済における貴族の支配をおびやかすものとなってきた。 B30会

員の多数が，躍起になって賦役鵠の宣伝につとめるようになった動機はここにあるo

1765年， B30はその設立の年に，副会長テ・イ・クリ γグシュテヅトによって，地主

経営の実態についてのア γケート調査を行った。この調査に回答を寄せたのは必ずしも多

数ではないが，それでもこの回答によって，地主の大部分が自分の経営を賦役によって行

っていたことがわかる。このアンケートの第17間は， I地主領農民に，自分の仕事をする

ための自由な日が，年間何日与えられているか，また， く旦那〉のために何日働かねばな

らないかj というものであった。回答を寄せたものはすべて，遺3日以上だと記してあっ

た。すなわち，このことによっても賦役が優勢であったことがわかる。さらに，これらの

回答を寄せた地主たちは，小作棋は地主経営ばかりでなく，農民経営にとっても不利なも

のであるし，失敗を呼ぶであろうと述べているO

毎週毎還，都市へ出て行こうとする農民の数が増えてきているときに，どうしたらかれ

らを農耕に引きとどめておくことができるであろうか。回答の中で，農業の荒廃の原国を

明らかにしたものは一つもなかった。凶作や鋲鐘，農民経営の崩壊，また地主経営の収入

の減少というようなことが，一部の小作農民が農業を捨てて手工業によって生計を立てる

ようになったことや，農奴主体制の存在によって生じたものであろうか。アンケートの回

答の中に，次のような地主の告白があるo Iある地主は，到ま耐え得ない仕事を課して自

分の農民を苦しめ，農員が生きて行くための最後のものまで奪いとってしまう O それが，

地主に小作料が支払われないようになった原因なのだ。」幻

小作か賦役かの問題に，もっとも明瞭な，かっ具鉢的な問答を寄せたのは，地主のエフ・

ウドロフであるO かれは， f地主の収入を増大させるために法，個々の経営の具体的な条

件に応じて小作制と賦役割を併用すべきであるJ3)と提唱している。同時tこかれは地主の

1) 賦役は市場交換に都合のょいところで行われていて，そうでないところでは年貢制がとられてい

Tこo Michaε1 Confino， Domaines et seigneurs en Russie vers la fin du XVlIIe 司会de，1963， p. 270 

2) TPY)l.hI B30， 1679，可.13， CTp. 96 

;)) TPYえhIB30，可.15-1770，弘 17-1771
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所領の具体的な条件によって，農民を耕作人と，土地をもたぬfJ雇人 (606bIJ1b) とに分け

ることを地主たちに助言しているO ウドロフによると，後者は，いろいろな細工物，運搬

や高売などで生計をたて， I貢程は金銭で支払う」べきものである。かれらは大きなJIIや

道路，高業路の交互したようなところに移住させ， 100家族につき量敷および菜園に25デ

シャチーナ，家畜の放牧場として100デシャチーナ，森林用益地100デシャチーナをあたえ

る。そこで、は乳牛を飼って，バターをつくっ，あま，けし，おおあさを栽培し，養蜂所を

つくり，漁携を L，また手工業に従事することができるO ウドロフの考えでは，これらの

仕事は，農耕と同様に社会にとって必要なものであり，地主に現金収入をもたらすもので

あるO

もっとも大切なのは耕作人で島り，領主の課する義務負担の主要なものはかれらが負う

のであるO 耕作入の主要な義務は，領主の耕地で賦役を果すことである。この際，耕作人

たちの賦役は，現物小作料と結合し得る G 試役と年貢との結合というこのウドロフの考え

は，封建領主と農奴農民との関係を明確にとらえていると言えよう O

ウドロフの提案の中で新しいものは，チャーグロの農民経営を大きくし，それを経済的

により安定したものにして，賦役義務を履行させようということであるO かれによると，

各チャーグロは， 17才から65才までの男女各6入から成り 1チャーグロには， 1)屋敷，

菜璽，打穀乾燥場等3デシャチーナ， 2)三国制の耕地27デシャチーナ， 3)採草地18デシャ

チーナ， 4)家畜放牧地6テシャチーナ， 5)森林用益地6デシャチーナの土地が分与されるO

チャーグロ経営が賦役仕事を遂行するためには， 最小限6頭の馬， 12頭の牛， 12頭の緬

羊， 30羽の鶏を持つことが必要で忘る O 各チャーグロは，自分の農具を以て， 18デシャチ

ーナの地主の土地で，地主のためのいろいろな在事をしなければならなL、。耕起，整地，

;岳種，メ日取り，草刈，森林の手入等であるO ウドロフはこのような具体的な提案をして，

地主経営のもっとも古く，かつ，残酷なかたちの農奴搾取を非難したが，賦役帯jそのもの

を批判したのではなく，このようなチャーグロ経営の立直しによって賦役義務をより完全

に遂行させようとしたのである。

B30の行った地主経営の実態調査資料から，経営分析の結果として B30が指摘した

の辻，地主経営の収益が減少Lていることと，農奴農民の労働生産性が廷下していること

とであった。ここで言えることは， B30の地主たちは，経営不振の京国が地主的な生産

管理の方法にあるのではなくて，生産方法そのものにあることを理解していなかったとい

うことであるo B30のもっとも先進的な地主たちと言われている 7 ・テ・ボロトフ〈農

学者， 1738-1833)やベ・イ・ノレィチコフ(経済・壁史・地理学者， 1712-1777)にして

も，生産力増進の障害が農奴主体制そのものの中にあるということを理解していたとは言

L 、切れなL、仮りに解っていたにしても，それをまっとうにとりあげることをしな方通った。

殆んど大多数の地主たちは，畏奴主体制そのものはまったく自然のものであり，地主経営

の以益増大の道は，農奴畏民の労{爵をうまく組織することであると Lていた。
ナヵーえ

ここでいくつカザ〉地主の{指令」を採 f:げてみようっ男爵ブウリフのものはドnより
も拭役をよ Lとしているが， tE奴農民を小作制の下におくことや.その小作料を現物で徴

収することを存定 LてはL、なし、。 Lか L，良奴52民のあらゆる穐類の労働を純日にわたっ
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て遂一書き立て，厳格に賦役制の原期をつらぬいている。ところが，これがよきものとし

て B30によって認められていることは，きわめて特徴的な点としなければならない。
ナカース

ボロトフや/レイチコフの「指令Jは，プウザフのものとは異なり，農民自身の経営も忘

れてはならぬと管理人に警告しているが，これは「地主の収入」ということを勘案してい

たのであるO 経験豊かな地主でるり，農学者でもあったポロトフは，地主収入の掠泉とい

う観点から，農民部落の荒廃する状態がのぞましくないという点で一定の見透しをもって

いた。そこで農民部落のしなえて行く原因を追究したかれは，地主たちが誤.IJり知れぬほど

農誌をしぼり上げていることがその原因であると指摘した。

ポロトフは地主の収入をいくつかの部分に分けてかんがえることを提唱した。1)つまり，

従来のいわゆる「どんぶり勘定Jからの脱皮である G すなわち，養蜂，果樹冨や菜冨，森

林，家禽，池，水車小屋，その他いろいろな建築手間企事からの収入を，それぞれに計数

を挙げて，分けてかんがえ，農耕からの経常収入に対して特別収入とすべきであると言う

のである O さらにかれは，多方面にわたる，集約的経営(その労働力は，もちろん，農奴

農民の賦役労揚による〉を提唱しているのであるが，この時期に於いて経営の多角化が地

主経営の高収益性を保証していたことはたしかであろう。

一方ルイチコフは，賦役と小作を組合せて経営を遂行するとLづ立場をとっていたが，

どちらかと言えば賦役の方を重用していたことは言うまでもなL、02〉かれによると， I適

度のJ賦役は，適に3日であった。しかし， I耕地や用益地が不足しているようなところ
で，或い法農民を保持するのに小作棋が不可欠であるようなところで，農民が右利な高売

や営業の方に気持を動かしていて，それらに移る可能性のある場合には，そう L、う農民を

引止めようとしても無益である，J3)としている。尤もかれはここで，そのようなき重類の小

作農民の数を余り多くせず¥耕作農民の数がより多くなるようにしなければならない，と

附言している。その具体策としてかれが提案しているのは，第一に，小作料を高くすること

( 1チャーグロから年間 5ループリ)と，第二に，自由なことをさせておく期間を二年以

内にすることである G かれは，工場，マニュファクチヤ{や各種の営業の数が増大しつつ

あることに大きな注意を払っていたが，依然として農耕が主要な産業部門であるという考

えに変りはなかった。 r農民震のことを考えてみるとき，農民自身にとっても，また，全
社会のためにも，農耕ほど宥益であり，かつ，有利であるような営業や手工業は何一つあ

り得なL、。相となれば，農耕は用いられた資本に対して 2倍 3倍 5倍，持として10

告もの利益をもたらす。J4)しかしながら，地主経営の必要品のために，また農民自身のた

めに， I村や部落に欠くことのできない手工業は，それを禁じないばかりでなく，どり村

にも熟練した親方がし、るようにするべきだJ5) とのべている O ここでルイチコフが考えて

いるのは，製粉所，鍛冶屋，製酪所，打毛所等であるが，これらの仕事場からの地主の副

1) Tpy ~bI B90，弘 16，1770， CTp. 75以下
2) Tpy瓦bIB30， ll. 16， 1770， CTp. 12以下
3) TaM )Ke， CTp. 56 
4) TaM滋e，CTp. 35 
5) TaM iKe， CTp. 36 

54 



f帝国自虫経済協会J論〈主主立ij)

収入をきわめて重要なものと見ていること法言うまでもなし、。かれは，これらの仕事に賦

役労動を用いることを提唱した。このようにかれは，農業生産労動と手工業又はマニュブ

ァクチャーの労識とがより緊密に結合することを主張したのであるが，それは，そうする

ことによって農奴農民の労識を一層高度に利用し，地主経営の収益性を高めようとの意留

に外ならなL、。

“Tpy瓦hIB90" の誌上にあらわれた賦役と/ト作についてのいくつかの意見を述べてき

たが，創立から18世紀末までの B90の論客たちは，大体に於いて賦役帯j論者であった。

この時期には，国有地農民の農奴化によって，農奴舗は地域的に拡大された。エカテリー

ナ二堂およびパーベノレ一世が竃臣たちに与えた国有培農民の数辻， 140万人を超える数に

上っていたのであるO 一方，高品，貨幣関係の拡大するにつれて，地主経営の市場との結

びつきもいよいよ強くなってきた。つまり地主経営は，より多くの車場向生産物を生産し

なければならなくなった。ところが市場との結びつきの弱し、農民経営の方は，地主に小作

料を支払うことも容易でなくなり，小作料の滞納がますます大きくなってきたo18世紀末

の賦役は，古い時代のそれとは次の点で異なってL、た。すなわち，賦役労働が，地主の消

費のためではなく，主として市場において換金するための現物形態の剰余生産物，または，

高品形態の剰余生産物を生み出していたということである O

18世紀の末になって，地主たちが小作料を望ましからざる地代形態であるとかんがえる

ようになったのは次の二つの理由によるO 一，小作料を滞納した農民たちは，しばしば昌

分の経営を荒れるにまかせて，都市に出て行ってしまったこと，二，小作料とし、う義務負

担の形態は，農奴農民に大きな自主性を与え，農奴と地主との人間的つながりが弱められ

てしまうかのように思われること，であるO

男知のように，小作需jが農村内部の階層分解を促進し，農民の中から商人や大規模な営

業を行う者などの農村ブ、ノレジョアジーを生み出しはじめた。ブルジョア的ウクラードの諸

要素が増大してくることは，言うまでもなく，貴族地主震の利害と桓対立することであっ

た。絶えざる生産力の上昇という客観法期から見れば， 18世紀末のロシヤにおける生産力

の増大は，否応なしにブルジョア的な諸関係の拡大と，封建農奴主体制のあらゆる掘の一

掃への傾向とを意味するものであった。この時期に，賦役による労働を地主たちが強く要

望したのは，農奴農民と農奴主とを強く人格的に結びつけるという古くからの毘いきずな

を維持することによって，薪しいブルジョア的な諸関係の形態に対応しようとする地主た

ちの志向であったが，強制された労働というものは， 「旦那の」耕地での生産労働に活を

入れることなし地主の傑から言えば，監督や監視のための余計な労働を必要とするにす

ぎなかった。ょうやくにして地主たちも，賦役の強化が労働生産性の障害物であり，地主

経営の収入増大の方途でないことがわかってきたc

19世紀の前半になると B90の会員である地主仲間の中に，賦役を維持することの合g

的性に疑問をもつものが出てきた。このことは， 1803年， 1809年， 1812年と三回にわたっ

て「賦役と小作と何れが宥和であるかoJという問題を提起したことによってわかる C

B30は地主経営における生産の諸条件を体系的に研究していたが，地主経営にとっての

焦眉の問題と Lて「賦役労働の低位生産性jを機関誌にとりあげて，多くの会員に検討さ

--:);) 
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せた。たとえば， 1803年のコンクールのテーマは，農奴農民の|労働に対する活動性，熱

心，勤勉の精神を高揚するための方法についてj というものであった。

B30の幹事をしていたイ・エス・ジュンコフスキーは，この問題への回答の中で，地

主領農民の活動性と労働愛好性の問題は，地主たちがかれらをどのように管理し，どのよ

うにしてかれらから自分の利益を引き出しているかという問題であるとしている 01〉かれ

は，これを地主経営ならびに農民経営の組織の問題として取扱い，農奴農民の低位労働生

産性の起因を追求しはしなかった。かれは多くの位の会員とはちがって，賦役に対しては

否定的な態度をとっていた。かれは，農奴農民は地主経営でも，自分の経営でも耕作仕事

を受持つているので，その何れもに於いて質の高い仕事をなし得る筈がない，というので

ある C 一方，小作舗の下にある農奴農民は，かれの晃るところでは，暁らかに仕事熱心であ

るO したがってかれは，小作昔話をとることによって，農奴農民の労傍生産性を逢かに高め

ることができるというので島るO しかしながら，小作料が，農業あるいは工業で得る農民

の収入と見合う程高額なものであれば，小作舗が労働生産性を高めることにならないし，

むしろその障害となるであろうことは言うまでもなL、。そこでかれは，定額の金銭小作料

帯jを強く主張するのであるG もちろん，農奴主体制の枠内においてではあるが，かれは，

農業における労鵠生産性高揚の問題にたいし，農奴的農民経営と地主の封建領主的な土地

所宥権との間の諸矛盾を少くする方途を，定額の金銭小作料昔話という方法で見出そうとし

たのでるるO このことは，疑いもなく正しし、。農民たちは，地主への支払いを決済した後

の差額をより多くするために，耕地を拡大し，少しでも値段の高い作物を播種し，手工業

をひろめるなどするにちがし、なかった。 I確実に利益を得られるかどうかは，耳元引，工

場，事業所の数をふやすことに，また，農耕方式，道路や水路交通の改良に，さらに，定

期市や農村における怠営の市場を営むことにかかっている。J2>とかれは言っているが，貨

幣形態、の封建地代のばあい，農民にとって剰余生産物を市場で換金することが必要なの

であるO 農業における剰余生産物を換金するためには，国内市場の拡大が不可欠であり，

ジュンコフスキーの提言は，農民経営を甫場と密接に結びつけ，封建農奴主体制の下での

商品生産の著しい拡大を前提とするものであった。貨幣地代は，農奴農民の農奴主への従

震のかたちを大きく変えた。しかし，人格的隷麗が一掃されたというわけではなかった。

ジュンコフスキーの記述の何処をみても， I農奴舗の一掃」という言葉は一つもなし、。か

れが農民経営の告主性の拡大を提唱したのは，そのことが地主経営にとって有利であると

の判断からであって，それから先に論議をすすめることを，かれはしなかった。

ジュンコフスキーはさらに，国有地農民の事例を引用して，冬期間の副業を提唱してい

るO しかし，このようなジュンコフスキーの小作制の主張は，ー殺の貴族，地主たちの支

持をうるまでにはならなかった。もっとも，その貴族，地主たちとても，賦役制が合理的

なものだと確信していたわけで、は決してなL、。そこで B30の協議会では，ふたたび f斌

役か小作か，何れが有利であるか」を正式にとりあげて，貴族グループの審議に供した。

賦役制が経済的に有利でないということは， B30に属する地主自身も認めているように，

1) Tpy，l(bI B30，可.56， 1804， CTp. 28 
2) TaM iKe， CTp. 44-45 
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結局のところ，封建， tzE奴主{本詰Ijの解体過程が進行していることに外ならなかったc

B30が 1809年にふたたびこの同じ課題で行ったコンクールは，ゆっくりとではあるが，

抜きがたきものと Lて拾頭Lてきた農奴制撤廃という問題を払いの汁ょうとするこころみ

であった。このコンクールの回答のうちで，すぐれたものと Lて協会がとりあげたのは，

賦役制維持を主張したものであった(エム・シュピトコフ，ポゴジン雪ポグダノヴィ、ソチ

等の田容がそれであるつ

オノレロフ県の地主であるポグダノヴィッチの回答1勺主，まっこうからの小作制反対論で

あるが，かれはさず第一に， 円j、{乍告lJ~二すろと農民がますます自由になって L まうが，自

由とか，自主性とか言うものは，わが国の無知なる耕作夫にとって有害無益なものであ

る!とするO きらに第二の理由として. I小作帝iの下でほ農民が出琢のために家族と離れ

て長期間遠南地に行っていなければならないので，自分の経営や家庭が破壊きれてしまう

からだ;というのであるのかれはここで，若L農業経営に適当でナμ 、ような広さの土地し

かないところや，土質の劣悪なところには，世襲地工場をつくって，従前通り賦役農民を

使って経営を続ければよいと附言しているむかれのかんがえによれば，工場企業を設営す

ることは，小イ乍帯jに移行することとは無関係のことであった。畏奴農民の工場企業におけ

る労動は，単に形態、を変えたものにすぎなかったのこのような，原則的なかたちで厳格に

畏奴主体制を保持して行こうとするかんがえ方は，なお半世紀後の畏奴解放の詩期支で，

貴族地主屠のもっとも保守的なグループの関で主張されつづげてきたの 40'"'-'50年代になっ

て，農奴解放と L、う問題が政府によって公式にとりあげられるようになったときにも，熱

烈にその主張を繰返していたの

1845年の“ TpY){bIB30， q. 1" に掲載された地主エス・ドミトリェフの論文も，畏奴

農民の労動生産性のf尽きは，地主たちが農奴 F農民の労動を正しく管理し，組織し得ないこ

とにその京国があるとしているのかれの提案の中で新しい点は，畏奴農民の労{動生産性を

高めるために，期日によって賦役労働を 7体系に組織すべきことを提唱している点であ

る。耕作・徐草・打穀・草刈り・薪切り・材木撮出等のいろいろな仕事を期間に反分けし

て，その仕事量を見ながら，畏民一人当りに，主たはグループ単泣に出来上りを任せるよ

うにするのがよいと言うのである。ドミトリェブのこの意克に対する賛成論を，ノーヴゴ

ロドの地主であるヤ・エヌ・トノレマチヱフ教授が同じ“ TpY){bI830" (1851年 T.2)誌

上に寄せたっ

1854年になっても，同議の賦役苦手j賛成論が掲載されている。地主所領の管理人をしてい

たイ・ゲドロイツのものである。2)

50年代の終りになってロシヤ法，クリミヤ戦争の敗北による重大な事態を迫えた。嘗て

半世紀以前には世界最強を誇っていたロシヤが，今やその対外的な地位を失い，戦力の調

達につし、て張程から反省しなければならぬことになったのであるつ下からは，変重なる農

民騒援がおこり，革命的構勢の下で，農民たちによって賦役労濁を拒否されることもしば

Lばであったっ Lかし農奴主たちの一部は，その時期になってもなおかたくなに賦役制持

1) TPY.ll.bI B30，可.62， 1810， CTp. 175以下
2) TPY.ll.bI， 1854， T. 4 
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護論を固持していた。かれらは，長奴農民のきわめて究しい状態と地主経営の収入激減の

原因を，依然として賦役制の中にあると考えず，耕地の混在や，三宮苦手!とか，さらに，農

奴農民の労働をうまく組織しないこと，あるいは，それを指導し得ないことの中にあると

考えていたのである O

1857年には，ゲ・ブラ γグの「ロシヤの経営における労働者管理について」と題する論

文が出た。この中でかれは，賦役割jを維持し得るの法襲奴農民を厳重に監視，監督し得る

場合のみで忘ると指構しているが，賦役餅そのものを批判する言葉はこの論文の中には見

出せなL、。

この時期になると，賦役割j擁護論も単に地主経営の利益をまもるという観点からのみ議

論をすすめるわけには行かなくなった。そこで農奴農民自身の利益のために賦役制を捧護

するとしづ議論が“Tpy瓦hIB30" の誌上にあらわれはじめた。 1859年の同誌第2巻に

は， r地主の利益と襲民の幸福について配意するすぐれた管理者」と題する壁名の論文が
掲載された。この論文が課題としているのは，賦役舗をよりよきもにするための方途を示

すことであった。この論文の筆者は，ブランクの意見を継承するもののごとく，農村荒療

の原因は管理人や地主たちの経営能力のなさにある，とのべている O かれは，地主経営

と農奴農民の上にすぐれた管理人を配するならば，村の状態は大いに改善され，地主収入

も増大するにちがし、ない，と言うのであるO このような議論が，数張りなく農民蜂起が記

り，農奴主体制が大きくゆさぶられていた時期に公表されていたことは，われわれの注吾

に錯することであろう O

一方，小作観擁護論も“Tpy瓦bIB30"誌上に島らわれたことはもちろんである。そまも

らの大部分は，賦役と小作を抱き合せることを主張したものであるが，まれには賦役舗に

対するはげしい批判に終始したものもある O 年代の11震を追ってそれらを挙げてみよう O

まず， 1810年のエム・シュヴィトコフとポグダノヴイヅチの所論であるO それは，若し

地主にとって宥科であるならば，賦役と小作を組み合せる方がよい，というものであるO

貴族層の中で企業を経営するグループは，地主経営の枠内で，単に農耕を行うのみでな

く，世襲地に工業企業を設営して商品生産を増大することが必要なことをよく知ってい

たO 農耕の仕事で賦役労働をさせても利益が挙らないようなところでは，農民たちを特別

なかたちの小作昔話に移行させることが必要である，とかれらは言うのである O それは例え

ば，地主の工業全業での雇役による義務負担というようなものである O このようなかれら

の意見から汲みとることができるのは，金銭小作料反対論である O

現金収入を得るためにならば，農民を都市に出さねばならな¥"'0 しかし，都市というも

のは，農奴農民には有害であるO 何とならば，都市に行くと農民たちの物を見る隈が広く

なり r自色Jを覚え，告分たちが自由のない状態に霊かれこいることを岳覚するように
なってくるO そこで，シュヴィトコフは，農奴主体制の諸関係を変更することなく維持し

それぞれの身分のものは「自分の枠内jに止まっているべきだと主張し，農民は「大きな

義務負担を負って，自分と自分の所有者と，告分の生れ育った場所で、の唯一の社会とのた

めに，生活し，働く iべきであるというのである。かれの，賦役と小f乍を組合せるべきだと
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いう主張は，一，地主たちが農産物加工のための企業を多面的に設営する(もちろん，主主

奴帝jの枠内で可能な条件に於いてであるが)， 二，夏は畑で，冬は企業でというように，

農奴農民の労欝を集約的に利用し得るようになる，という二つの理出から出発しているc

肖，シュヴィトコフが， I二つ(賦役と小作〉の義務負担を農村共同体全鉢に課することは

もっとも宥利であるJ1)として，農村共同体の連帯棄を舗を提唱したことに注召しなけれ

ばならない。農奴農民からの収奪がはげしく，地代の額が剰余生産物のそれを上廻るよう

なとき，封建地代を保証する希ましい方法として連帯責任制がとられたことは，ひとりロ

シヤにおいてのみではなL、。

経済学者のエリ・ハ・ヤコブも賦役と小作の問題について童、晃をのべている。2) かれは，

賦役昔話のもつ否定的な側面をはげしく批判LているO かれは，農畏たちの賦役的な雇役を

小作昔話の義務負担に変更するようにと地主たちに提唱した。またかれは，賦役昔話が地主に

とっても，農民にとっても，決して利益をもたらさないことを繰返し強課した。賦役昔話と

いうかたちをとることは，そのこと自身の中に農奴農民の低位生産性の諸条件を備えてい

る，というのがヤコブの論挺であるo I賦役軍!の下でのノ農民たちは，決った時間に自分の

仕事をすることができなし、その様な状態ではヲかれら自身の土地を耕すことができな

L 、かれらは，自分の経営のために耕Lたり，メIj入れをするのに適当な時間をもたないの

であるのかれらのもっている家畜は質も悪くて，弱体であり，かれら自身はと言えば，カ

もなく，労儀の意欲もなL、。何故かと言えば，かれらがし、くら勤勉にやっても，かれら自

身にはf可の益もないからだ ]3らさらにかれは、入務の自由のために，農奴解放を行うべき
だと述べているが，これには， r理論的には jということわりをし， i現在のロシヤにお
いてできることではないj と附言している C

結烏のところ，かれの主張は小作昔話であるの 「小作説の下では，農民はおしなべていい

状態になる。何となれば，単に地主の働き手にすぎない時には求めることのできなかった

自由を，多小とも獲得するからであるふ的このようにしてヤコブは，小作昔話のすぐれてい

ることを強調したのであるが，かれの場合，小作昔話をとることが農業における生産力増大

の最務的な解決策でないことがよくわかっていた。農民は利益のあがるような経営をする

ために充分な生産手段をもっていなカミったc動産にLても，土地に対しても，殆んど無権

利の状態であった。もっていたのはわずかばかりの土地で島り，しかもそれは三園昔話で、

耕地は混在してL、たc このような条件の下では，農民たちが有利に自分の経営を運営する

可能性はあり得ょう筈もなかったc ヤコブはこのような状態からの唯一の活路として‘農

民に自由を与える小作昔話をと提唱したのであるc かれの発言は，単に賦役舗に対する小作

f却のすぐれていることをのべただけでなく，賦役f訴の否定的な側面をするどく批判Lた点

で，この時期のものとしては大きな意義をもっていたと言えよう C

20年代から40年代にかけては，工業が発展L，都市人口が増大L，内外の市場が拡大し

り Tpy瓦blB30. 'I. 62， 1816， CTp. 117 

2) T翻訳e.正問， 1814，巻張論文

3) TaM )Ke. 

4) TaM )Ke. 
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たので，農産物の需要もいちじるしく増大してきた。農産物需要の増大によって，農業か

らの生産物の市場価搭も議貴し，地主所領からの収入も増大したっ

一部の地主たちは，農業における労動生産性を高めるために，三国苦手jをやめて多盟申j輪

作を採用し，良重の家畜を導入し，精選種子や改長農機具を購入し，砂糖大根，亜麻，大

森，ひまわり等の工芸作物などをつくらせた。もっとも企業的な地主貴族たちは，自分の

所領に醸造所や製糖所などの世襲地工場をつくった。だが，農業の経営改善を行って合理

的なものにしようとする試みは，必ずしも成果を挙げたとは言えなL、。その主要な障害物

は，農奴主体制の諸関係、そのものであった。地主はと言えば，地主経営の中で働くことは

苦役でしかないような，教育もなく，打ちひしがれた農奴農民の労動を変って，自分の経

営を改善L，農業における労働生産性を向とさせようとしてもがL、ていたのである。

農業があらゆる富の基礎であり，収入の基本的な部分を穀物栽培から得ている摂り，土

地所有者たちは自分の経営をすすめる労働力として賦役労働を選んだのであるo 40年代~

60年代に於いてさえ， B30の会員たる多数の地主は賦役制を唱えていた。リャーシチェ

ンコによると， 1861年の農奴解放室前に，賦役71.2%，小作28.8%である 01〉尤も地域に

よってかなり条件は異っていた。クーノレスグ，タンポフ，ベンザ，オルロフ，ヴォロネジ，

ポノレトワ，ヴィトワの諸県，つまり，黒土地帯においては，またボノレガ右岸に於いては

賦役告uが優位を占めていて，所領の大体4分の 3が賦役割であった。小作舗が擾註を占め
ていたのは，モスクワ，ウラジーミノレ，ヤロスラヴリ， トヴェ-v等中央および北部の非
黒土帯諸県で，全訴領の 5分の 3が小作事jであった。南部のステップ地帯や東部の諸果に

は農奴人口が少なかったが，それらの地方の農奴農民をもっている地主は，賦役割をとっ

ていた。それは，土地の面積がきわめて大きかったことと，人を矯う場合の賃金がし、よい

よ騰貴していたからである O

一般的に言って，賦役昔話jから小作鎖へ，または賦役割から賦役，小作の混合形態へと進

行してきたのは，農業における生産力の増進と，地主たちの考え方が変ってきたこととの

証左であると言うことができる O

18世紀の末に地主のウドロフは，農奴農民を賦役と小作に分け，農耕tこ不適格な農民は

小作とし，右能な農耕者で，経済的にもしっかちした農民は賦役のまま残しておくことが

必要だと言った。ところが， 19世紀の中葉になると，タノレホフは，一本立ちの経営を行い

得ないような無能な者を賦役に残すべきである，と述べている 02〉ウドロフの場合は，農業

が基幹産業であるから，もっとも者能な者を賦役に残すべきだとしタルホフの場合には，

小作の方が有利であるから，賦役に残すのはもっとも無能な農民にせよというのであるO

1861年の農奴解放直前になると，企業活動に熱心な貴族たち，たとえば，フェドロフス

キー，ロフトン，ョ γ ソン等は，自分の経営を市場向きに再編して多角経営を行い，改良

機具と新しい農耕方式を採用することを提唱した。フェドロフスキーの論文「ハリコフ県

1) IT. H.瓦冗meHKO，l'fcTOpHSI Hapo)J.Horo X03完詰CTBaCCCP， T. 1， 113江.2， 1950， CTp. 501 

2) “Tpy，llbI B30"可.1， 1846， CTp. 175 
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の経常概観Jl)は，世襲地工場におL、て農産物加工の工場を経常する場合，賦役と小作を

組合せた形のものが有利である，と品:iってL、る o 19註紀のはじめには，シュヴィトコフ，

ボグダノヴイヅチ等企業家地主たちが，世襲地の工場企業においては賦役労働を用いるの

が右利て、あると述べたが， 19世紀中葉の企業家地主たちは i-金のかからなL、」働き手た

ちの強いられた労働は生産性が低く，それを用いても利益にならないと考えたのであるο

地代形態についての地主たちの考え方は，このようにいくつかのものがあったが，かん

たんに整理してみよう O

B30が「斌役か小作か，何れが右利であるか」と L、う問題を，研究課題として提起し

たのは，自分の所領から挙仔る収入を最大隈にしようとする地主たちの志向によるもので

あった。 19世紀の20年代までに，小作制賛成論がFf々に拾頭してきたっ地主たちの企業活

動の利害を代表するイデオローグたちが展開Lたのは，賦役と小作の組合せたものをよし

とする議論である O すなわち，農業に於げる賦役軍jと農産物加工をする世襲地の工場企業

における小作昔話とを組合せる方式である。この意見の代表的な論客はジュンコフスキー，

ヤコブ，セドレヅキー等であった。

ところが40年代になると，賦役か小作かという問題に関して“ Tpy瓦bIB30" の誌上

で、意見の一致を見ることがなく，頭霞な農奴主たちl工，従言tr通り，賦役絶対論を展開 Lて

いるo 50年代のはじめになっても，かれらはその旗を下さなL、。しかし，農奴解放間近か

の時期になると，自分の経普を市場向けに再編した地主たちの一部から，賦役と小作を組

合せるか，あるいは，小作詩に移行することによって，賦役割のもつ否定的な側面を克服

できるという意見が誌上を賑わしてくるのさらに，主と Lて農産物加工工業に資本を投入

Lている貴族震のうちのブルジョア化された部分から，賦役割による世襲地の工業企業に

対する非難が起ってくる C 世襲地企業の生産物の費が悪く，従って価格も低いことをとり

あげて，賦役制工場で働く農奴農民の労欝生産性がきわめて低く，世襲地企業は自由雇傭

労働を採用している企業と競争することが不可能である，と言うのである。

Lか Lながら，賦役制を主張する地主たちと企業家貴族たちとの関の，封建地代を得る

ためのもっとも有利な条件についての意、見の相異は，イデオロギーとの意見の椙異という

ようなものではなかった。 軒となれば，軒れも農奴主たちであり，畏奴農民の労働からの

収奪をするのに最も都合のよいかたちを求めていたという点で一致Lていたからであるっ

そLて. 830の機関誌は，それを求めるための実験台になっていたと言うことができよ

つ円

(2) 830の自由雇傭労鵠論2)

19世紀のはじめには，賦役や小作でなく，白出雇龍労働を採毘すべきであるという意見

1) TPYJlbl B30， 1853， T. 2 

2) 18世紀末の雇傭労働の実態については. H. 11.口aBJIeHKO，HaeMHb拍 Tpy瓦 BMeTaJIJIyprHQe-
CKOti npOMbIlllJIeHHOCTH POCCHH BO BTOpO説nOJIOBHHe18 BeKa. BonpocbI I1CTOpHH， 1958. M 6 

その抱の資料があるが“TpyJlbI B30"の誌上には見当らない。
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が， B30の内部でしばしば関かれた。しかし，これらの意見は，農奴農民の義務負担を

解除するということには全然かかわりのないものであったc

地主領からあがる収入そのものは，労{動生産性のはなはだしい低さにもかかわらず，必

ずしも減少してはし、なかった。もちろんそれは，新余生産物のみでなく，必要生産物部分

までも地主の手中にすると Lづ方法ではじめて可能なことであった。そのようなやり方が

農民経営の崩壊を，従ってまた地主経営の衰退を招来することが，事実としてだんだん明

らかになってきた。それが，単に経済問題としてだけでなく，社会問題としてとりあげら

れはじめたとき， 1812年， B30はコ γグーノレの課題として「自由雇龍労働の役割と意義

について」をとりあげ、た。

このコ γクールの回答のうち，まず軍人のコマロフのものは，封建地代から自由雇億労

揚に移行するのは地主にとって不利益だというものであった。その理由としてかれは，

ー，雇鏑労働者の賃金が非常に高L、。二，その数が少いので，雇傭労働者をやとうことが

非常に難しし、。 三，雇傭労働の労檎生産性は，農奴労働よりも低い，の三つを挙げてい

る。。

哲学者メノレケ引土，自分の経営における経験に基いたものとして，雇龍労働を用いるこ

との有利さを強調する回答をよせた023 雇情労働者というものは，恒常的な仕事の有無と

賃金の高さによって，よくもなり悪くもなるO 従って，自由労働者には「何時も仕事があ

るように，その仕事によって，賃金をうるようにすれば，なるべくよく，しかも，できる

だけ早く仕事を在上げるようになるoJ3)というのである O さらにかれは，農奴農民を保持

することによる出費は，震情労{動者に支払う賃金よりも迄かに高いと指橋している O 一，
ポヂヱン$チグ

日策法働いた日数だけの支払いをすればよいが，農奴農民は年中自分の土地にしばりつ
やといど

けておかなければならなL、。二，地主が情人をやとうのは一定期間に仕事を済ませるに必
やといど

要なだけの日数でよ L、。三，自分の経営を傭人によってしている地主は，もっとも働きの

よい者だけを選んで残すということができる O この三つがその理由である O

ハリコブ大学教授であったエリ・ハ・ヤコブは，もっとも熱心な雇傭労働賛成論者であっ

た。さらtこかれは，農奴制を撤蕗し，農奴を自白人にするべきであるとも述べている O か

れは次の三つの点を挙げ、て，農奴畏民の労働生産性の抵さを説明しているO すなわち，

ー，強制された楊き手には，仕事に対する関心が薄いこと，二，働き手が弱体であること，

三，農奴農民のもっている家畜や農具一式が原始的なものであること，であるO しかし，

かれは，農奴主体制の改革については，それを急激にやるべきでないと慎重に附言してい

る。4)

自由雇傭労働賛成論を寄せたものは也にもあったが，これらの論文は何れも印尉きれな

かった。その中に法，イギリスの経済学者アダム・スミスのものもあった。日

20年代までに，雇傭労働を使うのが有利であろうというかんがえは，貴族地主たちの間

1) TPY，ll;bI B30，可.66， 1814. 
2) TaM )Ke. 

3) TaM )Ke， CTp. 10 
~ TaM )K~ CTp. 34 

5) Ope回KHH，TaM， >Ke， CTp. 149 
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にかなり浸透Lてきていた。

ヤコプによると自由雇傭労働を夜って経営を遂行することによって，多数の富裕な

村ができ，手工業者，工業家，工場主たちがで-てくるοそLて，この方式〈自由雇傭労動

採用〉カ入、たるところでとり入れられると，暮し向きの主すますよくなっていく人々の数

がふえ，員f谷もよくなり，手工業や工場からの国家の収入はし、よいよ増大L，軍事力も強

化する。」ひというのであるc

もちろん，この問題は経済計算だけで解決できるものではなかったっつまり，問題は何

よりも社会的諸関係に関するものだったので、あるO 頑固な農奴主たちにとっては，自由雇

傭労働を大轄にとり入れることによって，農奴解放と L、う事態、を招来することが，何より

も恐れられたのであるつ自由雇傭労動是非論は， 19世紀の前半を通じて，それが農奴主支

配体制にかかわる問題と Lて取扱われてきた。

1861年の農奴解放間近かになると，量産物加工の工業企業をもっ地主経営においてのみ

でなく，ステヅプ地帯の穀作経営に於いても，自由雇傭労働をとり入れた畑地面積がし、よ

いよ増大Lてきたっ 1857年に， B30 はタンボフ県におし、て雇錆労揚がどの程度ひろがっ

ているかについての数字を集めたc その数字を分析すると，季節労働に雇われてきた入は，

主として小作料支払いのために傭人に出なければならなかった襲畏で島った。これらのう

ち大部分は，出稼に出るのは短期間で，年間 1~3 カ月にすぎなかった。このように雇

傭期間が短かいような状態は，地主経営を雇龍労働舗に切換えるための障害であった。こ

の， B30の自由雇錆労欝賛成論者たちによって出された数字は， 具体的なものであった

だけに，経営の危機から脱ける活路を求めていた貴族層の間に大きな反響があった。

自由雇錆労議採用論とともに，機械導入論が出てきたo B30 は，その機関誌に自由雇

傭労働有益論を報ずるのと同時に，労{動用具の改良についての問題提起をした。機械導入

論，機具改長論もかなり多く掲載されたが，それらは単にロシヤ人のものばかりでなく，

外国人のものも含んでいたの言えることは，機械導入論は必ず自由雇鵠労働採用論と結び

ついていたということであるc

機誠と自由雇傭労楊を用いる場合には三直樹では不利であるとする7 ・パジヱノフの報

告は，かれ自身の経営の経験にもとずいたものであり，約 150デシャチーナの広さのかれ

のそスクワ農場の一つで，三国最lの下では 1デシャチーナ当り 11銀ノレーブザの収入しか主

かったが，機械を用いた多国市jに移してから lデシャチーナ当り 18銀ループザの収入があ

ったと報じている02〉 この数字に基いて，改良農機具を経営に導入した場合，経営利潤は

著しく増大すると，かれは誇らLげにのべているO この詩期になって機械導入論がはげし

くなったのは，一つi二は農奴労働が従前のように豊富に存在しなくなったということでも

あるc

1857年のアレグサンドル二世の詔勅によって，農奴解放の基本的な方向がきまり，農奴

主たちは，新Lい諸条件の下での経営方式に変更することを余議なくされたのであるc こ

の時期には，たとえばエヌ・ドウペンスキーのように，諸階級(地主，畏奴，工場労働者)

1) Tpy.n:bl B30，可.66， 1814， CTp. 104-lOS 
2) TaM )({e， 1861， T. 1 
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の調和を唱える議論もでてきた。1)

Lかしながらロシヤは，依然として農業国であり， 1860年の数字によると，穀物生産

高が銑鉄の96倍(現在2f音〉であった。雇傭労儀についても，論議の活発で怠ったのにく

らべて実数は必ずしも多くなかった。例えば 1860年に，ロシヤの加工工業に従事する

575，100入の労勤者の中，自由雇情労働76%，農奴労働21%，世襲地工場の農奴労傷3%

であった02〉

1859年に B30は，自由雇傭労儀についてのコ γクールを行ったが，これに対して1861

年に到るまで唯一つの田容も寄せられなかったことは特徴的である。

1861年の農奴解放を迎えるまでの B30における自由雇靖労働論をふり返ってみよう。

19世紀の20年代までの時期には，自由麗鐘労働が地主経営にとって有利であるかどうかと

いう問題が提起きれていた。しかし，これを問題と Lてとりあげたのは，自由雇錆労働が

存在した場所においてだけであるO この時期の論議は，農奴労働をよしとする農奴主たち

と，雇傭労働を用いるべきだとする自由主義者の二つに分れていた。

40年代以後，農奴主体制の下での経営に危機的様相が生れてくると，自由雇鵠労働を具

体的な問題として 830がとりあげた。保守派は，自岳雇錆労働を採用すると農奴主体苦手!

の危機を招来するとして反対論をのベた。一方，企業家貴族たちは，経験に基いて，自由

雇情労働は農奴労樹よりもすぐれており，かつ，地主経営にとって有科であり，自由雇傭

労働を採用して地主経営の収入を増大することによって，貴族地主の支配鉢揺を錐持，拡

大できるとした。これが，この時期の B30における自由雇需についての論議のあらまし

である。

(3) 農奴解放以後の襲業問題についての B30の態度

1861年の農奴解放は， B30の活動にも一つの時期を劃するものであった。それ以前の

時・期の 830を保守的な貴族地主の代弁者であるとするならば，それ以後の 830は，地

主，ブルジョア的吉岳主義の経済思想、の中心であるということができょう。

農奴解放以後，地主たちの前には，解決の国難な多くの問題が山積されていた。土地所

存権を独占的に岳分たちの手中に経持しようとする諸方策がその第一，経営を雇葡労働に

よって組織する問題，土地共同体，土地告用の問題，高業，工業，課税政棄の問題等々で

ある O

地主的大土地所有，これがロシヤにおける貴族支記の経済的基盤であった。新たに設け

られた 830の「経済及び経捺統計」部門の代表者であったアカデミー会員ヴェ・べ・ベ

ゾプラーゾフの提唱で，土地所有者の数，その大きさ，所有者の法的性格，土地所者権の

形態、について訴究することが決定された。この研究の結果わかったことは， 19世紀の70年

代のはじめにおいては，以前と同じく，主要な土地所有権者は地主であるということだっ

日 τpy江bIB30， 1861， T. 2 
2) 口.A. XpOMOB， 3KOHOMHtIeCKOe pa3BHTHe POCCHH B XIX-XX BeKax， 1950， CTp. 33 
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た。同時に，商工業ブルジョアジーと富掃な農民層の手中に土地所有権が集中しつつある

こともわかった。

B30は機関誌上で「土地所有権をどのように利用するのが有利で、あるかJとL、う問題

を提記した。すなわち，土地を農民に貸して小存料をとるか，あるいは，それを刈分小作

にするか， f可れが有利であるかという問題であるO 地主たちのうちの保守的な層は，もち

ろん援者の方法をよしとした。かれらは，自分の土地を貸す場合，個々の農民にではなく

て，グループあるいは共同誌全体に貸したっつまり，連帯責ををもたすことによって‘義

務負担の遂行がより保証されたからであるO

刈分小作が，地主にとって大いに魅惑的なものであったことは言うまでもなL、農民た

ちが自分の農機具を箆って土地を耕作し，自分は何等経営にたずさわることなしに収穫物

の半去をとり上げるというのは，まさに封建的ウクラードの経済的諸関係に照応するもの

であった。 この考え方は， ず‘っと後になって， 1905年の革命に到るまで， 地主たちの中

に支配的なものであった。しかしながら， B30の中では，この考え方が一致した支持を

得ていたのではなL、。企業家貴族たちは，現金を必要としていた。ブルジョア化した地主

たちは，土地を賃貸しした方が土地所有権を経済的に活用するよりよい方法であると考え

ていたのであるo B30の幹事であり農業部門の積極的な活動家でもあったホドネフなど

は，土地所有者の富を雑持する絶対の方法は賃貸しであるとしてL、るO

1864年， B30は f土地を賃貸しする場合の最も有利な条件についてj とL寸課題を立

て，畏業問題を耳元扱う協会の第一部門に 7賃貸委員会Jという名称の特別委員会を設け

たっこのようにして B30は，賃貸しについて大いにキャンベーンを展開したのである

が，大部分の地主たちは， 19世紀の後半を通じて，この戸にあまり耳を傾けなかった。

もう一つ， B30にとっての大きな問題は，土地共同体についての問題であったっ 畏民

は[解放」されて，形式的に土地所有権を与えられたと言っても，共同体的土地所有がな

くなったわけではなカるった。分与された土地は，共同体による土地所有の形が維持されて

L 、た。共同体の一員である農民たちは，従前通り，依然として地主にいまりつけられてL、

た。共同体は家畜の放牧のための充分な土地をもたず，森林，家畜の通路，道諮などを奪

われたっこのような共同利用のために必要なものは，すべて地主の土地や用益地で，それ

には特別の使用料が課せられてL、た。農長分与地の広さi主平均して 6.7デシャチーナで，

しかもはげLい変動があったっこの程変の志さの分与地で，農民の必要を充たすことは到

底できなかった。したがって，共同枠員たる農民は，地主のとこるへ手間仕事を頼みニん

だり，地主の土地を賃貸ししてもらわねば主らなかったのであるO

50年代の終りから60年代のはじめにかけて， B30 ~主「共同体的土地所有か，個人的土

地所有か」と Lサ問題を検討することにした。 B30の活動家の大部分は，共同体的土地

所有を擁護し，その霊史的特性を強調してL、た。かれらは，スラヴ主義者たちの主張した

のと全く詞様に，農村共同体の存在そのものの中にロシヤ発展の特註があるとしている。

べ・ザノレーピンはロシヤ人一般が共同体的，なし、しは個人的土地所有の問題をと、のよ

うに解決するかについて」と Lづ論文1)を書いているが，この中でかれは，個人的土地所

1) TpY).{bl B30， 1865， T. .t 
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有は「社会の犠牲によってj富裕化した倍人にのみ有利で、忘る，と述べている O 共同体の

土地は分割さるべきものではなし、。それは共同体全体の所宥で、あり，共同体の倍々の講成

員の独占にまかすべきものではない。そして，共同体的土地所有は，信人的土地所存に比

べて，何よりも国家のために有益で、ある，と結んでいる C

1878年に B30は，共同体について資料を集めるためのプログラムをつくった。これが

三国も増脱されたほど，共同体の問題についての関心は高まっていた。多数の回答が寄せ

られ，それを集めた「農村土地共同体研究資料集jが， B30によって 1880年に出版され

た。これをきっかけにして， B30の内部に，ふたたび共同体についての論争がはじまっ

た。共同体擁護論の中には，共同体の存在によって農民のプロレタザア化が防止されると

し寸意見も入っていた。個人所宥論者たちは，先づ，共同体的所有が農業経営の合理化を

妨げていることを強課した。かれらの言葉の一つを挙げると， rわが国の農村共同体は解
体することが必要である O そして，全国民一人一人が，岳分の経営する耕地の真中に住む

ことができるように，土地分与をうけるべきであるJ1)というのである G

B30から実態調査を委託されたゲ・ベ・サゾノフは， I農民は土地との結びつきを失う

や否や，都市および農村のプロレタザアートとなり，いたるところで社会にとっての，ま

た国家にとっての危険な代物となっているふ幻そこでかれは，農村共同体は， I農民大衆の

プロレタリア化によって惹き起された危険な嵐からの避雷針としての役割を演ずる，慶史

的にでき上った社会制度で、ある J3)とする C かれは， 農民に分与地を与えることを許して

いる法律にも反対し農村における共同体制度の強化を政府にむかつて請願することを

B30によびかけた。サゾノフの意見には，農村共同体こそは先入から受け継がれたもっ

とも貴重な財産であるとして，多くの賛成者があった。ブルジョア化した地主たちが，サ

ゾノプの意見に賛成しなかったことはもちろんであるO かれらは，農村共同体がさらに引

続いて存在するかどうかは，或階層の主観的な願望によるのではなくて，客観的に社会発

展の経済的諸条件によるものであるとしていた。

20世紀のはじめになると，農村共同体の運命に脅威的な事態が生れてきた。 B30は農

村共同体の問題に依然として大きな関心をもっていたが，問題は今や現実的なものになっ

てきた。つまり，共同体を「存続さすべきか否かj とL、う問題になってきたのであるO 農

村共同体にある分与地が，共同体の所有であるということも，まったく彰式的なものに

なっていた。大多数の農村共同体においては， 20年以上にわたって割替えが行われていな

かった。農村共同体の内部には，グラーグと貧農が生じていた。土地の少い農民は，自分

の家族を養うこともできず，重い課税義務負担に酎えられなくなっていた。貧農は，土地

を貸借するか，あるいは自分の分与地を賃貸しするかしなければならなかった。そのよう

な農民たちの主要な生活手段は，副業の出稼しかなかった。富裕な農民の場合でも，分与

地が経営の基盤ではなくなっていた。かれらの経営規模は，分与地の枠をはるかに超えて

いて，経営の中心は買ったり，借りたちした土地に移っていたのであるO

1) “9KOHOMHQeCKOe 0603peHHe"筆者不明. Tpyぉ.{B90， 1863， T. 1. 
2) TPYAbl B90， 1890， T. 2， N24， CTp. 210-211 
3) TaM )Ke. 
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共同体に代えて，農民の私的土地所有権を確立し，同時に，強力なクラーク層をつくり

出そうとするストルイピン改革を迎えるための条件は，共同体生活の実態の中に培われて

L 、7こと L、うこともで、きょう c

ストノレイピン改革期になると，員村共同体はロシヤの資本主義的発展の障害物であり，

農長の自立性を抑制し，農業経営の農学的改良を妨げていると強調する意見が， B30の

機関誌にあらわれてきた。その一つ，ア・イェ・ロシッキーの論文「農林共同体と11月9

日の勅令Jl)は，農奴制の遺物たる農村共同体に規制されるよりは，無条件で進歩を生み

出すストノレイピン改革をとるべきだとしている C かれはストルイピン改革がブ、ノレジョア的

原則に基いて行われる土地政策であると見ていたのであるC ロシッキーによると，農村共

同体辻国憲の利益のために一時的にまもられていたにすぎなL、。農民を共同体から解放す

ることによって，農業における資本主義的諸関係を一気に拡大することができるというの

である C かれはこのように，ブルジョア的原則に基く農村の再編成を主張して，ストルイ

ピン改革賛否論を打出したのであるが，ストノレイピン改革は，大多数の農民の土地不足，

無権利の問題には手をつけなかった。この問題は，改革後十月革命を迎えるまで，根強く

拡大していくのである O ロシッキーは，農民の土地不足の問題にも耳を傾けなかったわけ

ではなL、。しかしそれは，農民の耕作技術の向上，農村における教育水準の向上という方

法で解決できるとした。すなわち，経営の集約化の提唱である，そこには，地主の土地を

農民に分割するというような提案は，一言も見られなかった。

ストノレイピン改革から第一次世界戦争を経て十月革命までの時期における B30の農業

問題に関する論議は，まずストノレイピン改革の評価をめぐる問題にはじまる O

保守的な地主の意、見として，べ・デ・コプィロフのもの2)をとりあげる O かれによると，

共同誌的土地者有の下においてしか農耕に従事することのできないような， ロシヤの農民

の圧割的多数のもつ経済的な弱さからみて，共同体を解体してブートル経営をっくり出そ

うというような考えは，実態を知らない者のまったくの空論である G 法然として，大多数

の農民にとっては，共同体的土地所有が最善の方法である，と強調するのである O このよ

うな録守的な地主たちにとって何よりも恐れられてし、たのは，農民経営の荒亮よりも，自

分たちの地主経営の基盤としての農民を失うと L、うことであろう O

ナロードニキの後奇たちは，別の立場から農村共同誌の存続を主張していた。すなわち，

1905年の革命をめぐって昂揚した農民運動の高まりが IJ寸工らに今一度「農民社会主義」

への夢をよび起させたのである O かれらは，地主的な土地所者を保持し，革命をEE殺しよ

うとする策動であるとして，ストノレイピン改革を批判した。たとえば，ア・ヴェ・ベシエ

ホノフの言葉3)によると，ストノレイピンの土地布告は f反革命会議の法令j であった。ま

た，ベ・デ・ブノレヅグスによると，ストノレイピンの土地法令は， [反動政策の連鎖の一つj4)

1) TPY.llbI B30， 1906， T. 2 
2) Ta)K Me， 1909， T. 1 

3) Ta)K Me， 1906， T. 2. CTp. 6 
4) Ta)K Me， 1906， T. 3. CTp. 27 
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であった。かれは，強制的な共同体の解誌によって土地を失う貧農層が輩出し農村に起

る混乱によって，農業の停滞をきたすと説明する O 土地布告が農民の土地不足の問題を解

決し得ないことを指摘しながら，かれは，合理的な土地利用の観点から，活動をつづけて

いる農村共同体の存在こそ欠くことのできないものであると結論づけている♂

ストノレイピン改革に対する意見は， B30の内部で統一的なものとして求められる状態

にはなかったが，批判論の出てきたきっかけは， 1907年に政府の農民問題委員会の行った

アγケートに対して， 111月9日の勅令は悪しきものであるj という回答が寄せられたこ

とにあった。

B30は1910年に，エス・エヌ・プロコポヴイヅチを長とする特別委員会を設けて， 11906 

年 11月9日の勅令が農民経営にどのような影響を及ぼしたかjについての謁査をはじめ

た。この委員会の調査資料によって，イ・ヴェ・チェノレヌイシェフは，スト/レイピン改革

ほど大きな対立を農民各層の間によびおこしたものは，ロシヤにおいて嘗てなかった，と

L 、っている 023

B30のストノレイピン改革に対する見解は，全体としてまとまったものは遂に出てこな

かったが，ともあれ，経済的な側面から土地怠宥権をまもるという点では一致していたと

いえよう C

この後，第一次世界大戦によってきわめて医難な農産物の需給事情を招来したときと，

ア・エス・ポスニコフ教授を長とする中央土地委員会ができて，この委員会を中心とし

て1917年に全露農業改革連盟が結成されたときに， B30はこの連盟のベテルプルグ支部

に於ける指導的な位置を占め，また，連盟の理論的中心ともなった。その代表者はエム・

イ・ツガγ=パラノフスキーである O

この時期の B30は，すでに臨時政府の要員としての役割を演じていて，ここでは単に

討論課題を列記するに止めるo B30は農業問題の解決を特別jな研究課題としていたが，

それらは次のようなものであった。「何らかの薪令によるか，制度的な農業立法によるかム

「限度はあるにしても，地主経営を知何にまもるかJ， 1新しい政治情勢に鑑みて，ストノレ

イピ γ改革の結果に対して熊何に対処するかよ「資本家的経営によるか，あるいは労作経

営によるか，どんな土地利用方式をとるべきかJ等々である O

2) 学街団体としての B30

1934年のソヴェト小百科辞典によると， IB30は，大貴族の進歩的な代表者たちによっ

て1765年に設立された研究者団体であるJo3) また， 1929年の小百科辞典によると， IB30 
は，ロシヤでもっとも古い学術団体であるふり

学篠田体としての，島るいは研究者団体としての B30の主なる業績は前述5)の通りで

じ かれは，後になると，ストルイピン改革批判を捨てて，その志実な同調者となったo
2) Tpy，nbI B30， 1911， T. 1. CTp. 96 
3) MaJla兄 COBeTCKaH3HnHKJlOne，nH札口0ぇpe，n.H.刀.Mew.epHKoBa H瓦p.，1934， T. 2， CTp. 650 
4)τaM )Ke， 1929， T. 2， CTp. 270 
5) 本誌?ぜO.9， 1965. 26頁以下。
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あるが，ロシヤにおける経済状態の実態を調査し外国における農業技術をとり入れて，

農村において農業知識の普及につとめたっすなわち，これらすべての B30の活動は，お

しなべてロシヤにおける生産力の舟上という問題に室接つながっていた。

一般に「生産諸力の発展」は，二つの側面，すなわち，諸産業において用いられている

生産用具の改良と，生産用具を動か L，人間労働の生産性を高めている人々の生産経験と

労働習熟の成長との二つの側面から考えられる 01〉 この二つの酉の向れにも， B30の活

動は密着してL

うO

まずこ，経凄的な担u面から見るならば，農耕方式は農業生産力の要素であるつ2)B30が主
導 Lてすすめてきた新しい農耕方式の提唱は，地主経経畠営のよ iり}有利な方途を求めるという

立場カか為らなされfたこものにせ

言言A うことカ:で、きよう O

ロシヤの農耕方式論は， 18世紀の中葉に発生 L， B30 を中心として発展 L，のちに農

奴解放以後になって農業経営方式論に進化した。地力を以前の水準に回復 L，維持し得る

ための方法の探索にはじまり，農耕方式と人口密度，農耕方式と経営の生産方向，農耕方

式と農機具，そして最後に農耕方式と社会的生産様式についての研究にすすんできた。

農耕方式においては，経済的側面が農業技術的劉面を規制する O 農業史上おそらくはじ

めて， 盟主の農業技術的諸方策の総合的実施についての見解をまとめてメ〉農業技術の訟

合的な応用の基礎をきづいたア・テ・ポロトフが，三国式の古い休閑方式を経済的な立

場から批判したのは偶然で・はなL、G かれは，耕地と放牧場との，すなわち，農耕と畜産と

の非融合的な関係，休閑式と家畜飼青との両立の難しさ，このことからの有機質杷料の不

足等々によって，地力が低下 L，収穫率と経営収益の低下の宗国になっていることを指摘

したG かれはさらに，今uに於いても尚存在倍霞を失っていない名論文「国場分封につい
てJ4) の中で， 輪作の問題をとりあげ，七瞳輪作5)の放牧方式を提唱した。ただ残念なが

ら，この方式が実施される現実的な基盤は，農奴主体制のもとにあり得なかった。

18世紀末から19世紀の時期に，黒土帯および非黒土帯，とくに後者における収穫高の引

上げは，専ら育牛に依存していたc 当時，これがほとんど唯一の肥料源であった。この時

期に，育牛にかかわる最大の難問であった館料問題にとりくみ，新しい自陣式輪作を提唱

したヴェ・ 7 ・レフシンの役割は，当時畜産の発展に依存していた穀物収穫率引上げの課

題を解決する中で，ボロトフ，コモフに次ぐ位置を占めていたと考えられる。また， B30 

が赤クローパー，白クローバー，チモシー，ノレーサ γ等々の種子をイギリスカミら購入し，

1) 農奴解放を迎える前の10年開をとって，この両側面からロシヤの諸立業における生産力の向上を追

跡したものとして H.M. JI，PY}KHHHH， KOH中JIHKTMe}K瓦YnpOH3BO)J.HTeJIbHbIMH CH.1JaMH H <teo・
ぇaJIbHblMHOTHOllIeHH5IMH HaKaHyHe pe中OpMbI1861 ro瓦a. BonpocbI HCTOpHH， N27， 1954 r. 

その詑がある O
2) φ C. KpOXaJIeB， 0 CHCTeMax 3eMJle江伺HH，1960 的場諮造訳，万江書誌販， 6頁

3) TpY)J.bl B30，ぬ16，1770， CTp. 98 

4) TPY)l.bI B30，地17，1771， CTp. 177 

:)) 1 ~冬fF (小麦及ひ、ライ支)， 2-放牧， 3-夏('1'，4-5~6 放牧， 7一体関。
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会員にその栽培試験をさせるなどして， レクシンの研究の大きな支えとなったことも見逃

すことはできなL、。

19世紀の20年から30年代になると，農業技術の改善，新しい農耕方式にたいする関心が

滋済として盛り上ってきた。ソヴォニヤ，モスグワに農業協会が設立された。また白ロシ

ヤには自由経済協会が設立され，それに前嘉してゴレッキー農学校，実験農場，試験圏場

が設けられた。さらに，オデヅサにも南ロシヤ農業協会が設立された。これら 4つの団体

は，さらに， 3000人以上のメンバーをもっ誌の団体に増えた。 B30は，これら多くの団

体，施設の中で主導的な位置にいた。 1833年にトヴェリ県の実態、を調査して，改良襲業の

導入が盛んに行われているのを見た B30の会長エヌ・エス・モノレドヴイノフは，これを

イギリスにおけるノーフォークになぞらえた。この時期に B30はモスクワ農業譲会と

ともに，イギリスその他茜ヨーロッパからの大義機具の輸入の中心になった。ァ・デ・テー

アの名著「合理的農業の原理j のロシヤ訳が出張されたのもこの時期(1831年〉であるO

震奴解放まで、の時期におけるロジヤの農業生産力発展のために活寵した人たちのなか

で，モスクワ農業協会の主導的な活動家であったエム・ゲ・パヴロフと，モスグワ大学で

のパヴロフの後継者ヤ・ァ・ 9ノフスキーの名前を外すことはできないが，われわれはこ

こでは“Tpy，l{bIB30"の編集者として，農耕方式論の鉢系的な完成に貢献したベテノレプ

ノレグ大学教援エス・エム・ウソフ (1796.........1859)の名前を挙げることにする 01〉かれは，

輪作を一定の耕地における作物作付の単純主交替とみなす誤りを指摘し輪作と農耕方式

との混同を正した。しかもかれは，農耕方式と輪作についてその技術的な側面についての

みで、なく，経済的な側面についても充分な考察をし調場と作物との相互関係を経済的側

面の重要な点であるとした。当時ロシヤでは作付の大部分は穀物であり，従って「農耕方

式を他の方式と区別するのに，地力回復方法〈休耕，体関，ひこばえの林地〉によったの

は正当であった。J2)そして農奴解放以前の農学者，経済学者の大きな功績法， Iかれらが

はじめて農耕方式を特徴づける二条件一一一告然と経済一ーを分けたこと，しかもこの場合，

決定的な意義を経済的条件においたところにあった。J3}それらの農学者，経済学者の中の

代表的人物としてのウソフと，かれの活動の母体となった B30の存在を外すことはでき

tJ: ¥， 、O

農奴解放後の19世紀60.........70年代における農耕方式の発展に貢献したものとして，クロハ

リヨフ氏は，ア・ヴェ・ソヴェトフ，ア・ェヌ・エンゲリガノレトの二人をとりあげている 043

われわれは，さらにデ・イ・メンデレーエブの名前をこれに並列させるべきだと思う O とく

に，メンデレーエフによって行われた燕麦及びライ麦の収護に及ぼす肥料の影響について

の試験成績5)は，ヴェ・ヴェ・ドクチャーエフによって行われた広汎な黒土調査の諸結果6)

1) かれの代表的な著作は， r穀物生産方式についてJ(1854)とベテノレプルグ大学での講義をまとめて
死後に出寂された「農耕原理J(1862)である。
2) クロハリヨフ，前場書〈邦訳)114頁
3) 同前

4) 間前 125真----180頁
5) 瓦.11. MeH.lI.eJIeeB， 3aMeqaHHe廷 OTqeTY0 CeJIbCKOX03H益CTBeHHblXonbITax， npoH3Be江eH-
HbIX npH cO.ll.e益CTBHHHMn. B30. 1872 
6) B. B.瓦oKyqaeB PyCCKH負可epH03邑M.OTqeT HMロ.B30， 1883 
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や 7・ェム・ブトレロフの養軽についての業績1)とともに大きな意義をもってL、た。そし

て，これらの人たちの研究活動の場となっていた B30の存在の意義をもここに附記した

いと思う O

1900年，狭義の農学研究機関に改組するようにという致府の申し入れをうけて以後の

B30 は最早農学研究機関としても前世紀における誌どの華々しい業績を残してはし、なし日

3) むすび

若しも19世紀のはじめに，貴族地主のうちの幾人かの経営者たちが，イギリスにお;する

ような農場経営発展の道をその経営のなかで実践することができたら，おそくも40......，50年

代までには，農奴農民から剰余生産物を最大限度に収奪し，結局は自らの経営収益を低滞

させるようなおろかな誤りを犯すことはなかったであろう O 小作制か賦役告fjかという開題

は，農奴解放を迎えるまでずっと経済論壇を賑わしてきたが，すで、に述べたごとく， B30 

の機関誌上にあらわれたものから判るように， B30の大多数の地主は頑強に斌役昔話に毘

執していた。そのかぎりでは， B30は地主経営の利益を追求する「経済団体」であった

と言えよう c また一方，新しい農耕方式を求めて大きな業績を挙げてきた(これは，農奴

解放以後にまで続く)ことからは， i学術団体Jとしての B30の役割が，より大きな比

重で考えられるO

農奴解放以後は，産業資本主義の発長とともに，自由主義的な地主やブルジョアジーの

経済思想、の一つの中心となった B30は，ロシヤにおける資本主義の発展に助力もしてき

た。 90年代には，ウィッテの政策を公然と批判し， I関税政策J，I酒専売J，I金本位制」を

問題として取扱い，とくに最後の問題をめぐっての B30の大会は，ナロードニキと合法

マルグス主義者との最初の衝突の場となった。政婿はあらゆる手段を足して B30の活

動をやめさせようとしたので， B30の周辺に集まっていた自由主義的インテリゲンツイ

ア拭， 19世紀末から20世紀初頭の労働者運動昂揚の時期に， i憲法の枠内での要求jをす

るに止まった。政府の申入れをいれて1901年にできた新規約案は，最早骨抜きのものとな

り，それ以後の B30の活動は，上述の通り，とくにとりあげるに足る役割を果したもの

とは言えなL、。

或時期(1870......，1890)においては，種痘の中心であったように， B30の活動範囲はき

わめて広汎であったが，存続 150年の関に，経済団体として，また学術団体としての役割

は，政治団体としてのそれよりもはるかに大きなものがあったと言えよう C だが常に，

f地主団棒jであることを組めたこと法一度もなかったっその軒高の時期は， i地主団体J

としての B30の務衰の時期でもあった心

1) A. M. ByT.1JepOB; 0 MepaX K paCnpOCTpaHeHH沿 paUHOHa乃bHoronqeJIOBOえCTBa，1871 
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O 瓦e克TεJIbHOCTH 11M"をpaTopCKoro BOJIbHOrO 3KOHOMHQξCKoro 

06meCTBa (口pO，ll.Oλ)l{eH琵e)

完結a話OTO CaTOεH 

日OqTHCO BpeMeHH CBoero B03HHKHOBef世間 H3 CBeTe B30  C可HT3JIOOqeHb B3)K-

HbIM npon3r3H.n.珂pOB3TbCBOH H.n.eH He TOJIbKO Ha OTKpblTblX 3ace且am四 X，HO H nyTeM 

neqaTaHl話 CBOHX“Tpy.n.OB". B CBOHX nepHo.n.H可eCKHXH3.n.a紅白兄X 06w.ecTB3 He yny-
CKaJIO H3 BH.n.y HH o.n.Horo Bbl.n.31Ow.erocH OTKpblTH兄 ycoBepllJeHCTBOBaHI沼 H HOBO-
BBe且eHl硯， nOHBJIHBllJerOC兄 Ha 3ana.n.e H cnoc06Horo 33HHTepecoBaTb CeJIbCKOe 

X03冗員CTBOB POCCHH. 

日0可TH ~eJIoe CTOJIeTHe， HaqHH3兄 C OCHOB3HHH， B30  CTaBHJIO CBoe員 ~eJIblO H3y-

qeHHe X03冗員CTBeHHoronOJIO)KeHH兄 POCCHH， pacnpocTpaHeHHe CeJIbCKOX03冗員CTBeHHbIX

3H3HH員 H H3y可eH沼e 33rp3HH可HO詰 CeJIbCKOX03H註CTBeHHO員 TeXHHKH. B30  npo瓦OJI)K3・

JIO HCCJIe.n.oBaHHe npoH3Bo.n.HTeJIbHbIX CHJI POCCHH H B nope争opMeHHbl註 nepHO瓦， Cblr-

p3B B 3TOM OTHOllJeHHH， HeCOMHeHHO， nOJIO)KHTeJIbHyro pOJIb. 

ABTOp .n.aHHo詰 CT3TbH，OCHOBbIBaHCb Ha H3y可eHHH“Tpy瓦OB B30，" HCCJIe瓦OBaJI

CO~H3JIbHylO CYW.HOCTb B30  33 BeCb nepHO瓦 erocyw.eCTBOB3HI読.
B30  6bIJIO O.n.HHM H3 CTape詰llJHXB MHpe H nepBOM B POCCHH HayqHbIM 06出eCT-

BOM. OHO nbITaJIOCb BbI.n.aBaTb ce6兄 3a 6ecnapTH詰HoeHayqHOe 06w.ecTBo. 。江田KO
6bIJIO Hを TOJIbKO H3yl四 blM06w.ecTBoM， HO， K3K CqHT3eT 3BTOp 5C3 (1951， CTp. 54)， 
T3K)Ke H 3KOHOMHQeCKHM 06w.ecTBoM. ABTOp 3TO註 CT3TbHnpH凶 e♂ K 33KJIlO可eH目的，

qTO B30  6bIJIO ew.e H nOMew.HqbeM 06江~eCTBOM. KOHe~ .n.e匁TeJIbHOCTHB30  COBna-

Jl.3eT C nepHo瓦OM，Kor Jl.3 p3Cn3JIC兄 nOMew.別凶(中eOJl.3JIbH。註)CTpO註.
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